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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の次期中長期目標の策定について（見解） 

 

 

平成２７年２月１０日 

 原 子 力 委 員 会 

 

原子力委員会は、本年２月３日の定例会議において、文部科学省から、国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構（以下、「機構」という。）の次期中長期目標の検討の

状況について説明を受けた。本委員会は、機構が我が国の原子力利用における研究開

発活動の中核的機関であることを踏まえ、機構における研究開発活動が、今後とも着

実に実施されることを期待しており、この観点から、次期中長期目標の策定に際して

は、以下の諸点に留意することを求める。 

 

 

 

１．現在、我が国の原子力政策において最も重要な課題は、東京電力株式会社福島

第一原子力発電所の事故に係る対応である。機構はこれまでも、同発電所の廃止

措置等及び福島再生・復興に向けた環境回復に係る支援と研究開発等を続けてき

ている。原子力委員会としてはこのような取組を評価するとともに、引き続き、

必要な取組の実施及びさらなる安全性と効率性の向上を図ることにより、廃止措

置等の早期実現、環境回復への貢献を期待する。 

 

２．「日本原子力研究開発機構の改革の基本的方向」（平成２５年８月 文部科学省

日本原子力研究開発機構改革本部）（以下、「機構の改革」という。）を踏まえ、安

全を最優先とした業務運営を行うに当たっては、業務運営に対するＰＤＣＡサイ

クルを着実に実施し、また外部有識者の意見や経営管理手法などを参考に必要な

改善を進めていくことはもとより、その目的である、改革の目指すところをいか

に組織へ定着させていくか、ということを強く意識して、引き続き自己責任によ

る改善の取組を進めるべきである。 

 

３．原子力の安全性に関する研究開発を進めるに当たっては、東京電力株式会社福

島第一原子力発電所事故の反省と得られた知見を活かし、不断の安全性の向上を

目指す観点から、まず過酷事故に関する過去の成果や海外の成果について知識の

体系化を目指すとともに、必要実験施設等を整備し、未解明分野の研究を行い、

得られるプロダクト（成果）の体系化や知見を集積する役割を機構が果たすこと

を期待する。 

原子力の安全性に関する研究開発は、関係各省、関係機関の組織区分を超えて、

相互に補完、協力しながら進めていく必要がある。機構においては、その中核的



2 
 

機関として、安全分野を俯瞰しつつ、常にその向上を図るために必要な取組を進

めることを期待する。また、次期中長期目標の策定においては、このような機構

の組織の自律性を損なわせないよう留意すべきである。 

 

４．原子力に関する様々な取組の基盤となる知見と技術を生み出すための基礎基盤

研究は、長期的視点から幅広い原子力利用を進めていくために不可欠であり、機

構においては、我が国の原子力利用における研究開発活動の中核的機関として、

基礎基盤研究を維持・向上していくために必要な取組を進めるべきである。 

また、取組を進めるに当たっては、原子力のエネルギー利用のみならず、J-PARC

やJRR-3などを活用した生命科学、物質・材料科学などの量子ビーム分野におけ

る先端的研究などを含めた幅広い分野において、新たな原子力利用技術の創出や

産業利用に向けた成果活用に取り組むことが重要である。 

さらに、その際、原子力分野におけるイノベーションとプロダクト（成果）を

生み出していくという目標をもって取り組むとともに、関係機関との役割分担に

ついて検討した上で、互いの垣根を越えた産学官との共同作業などを進めていく

べきである。 

 

５．機構は、従来から核不拡散・核セキュリティを確保していくために必要な取組

を進めてきており、原子力委員会としては、引き続き、これらの取組を率先して

進めていくことを期待する。なお、その際、今後の原子力発電や核燃料サイクル、

また核不拡散に関する国際的な取組をはじめとする国内外の情勢を踏まえ、必要

に応じて中長期目標を変更するなど、柔軟に対応していくべきである。 

 

６．高温ガス炉、高速炉など、将来の原子力利用の更なる多様化・高度化に関する

研究開発や、軽水炉の今後の利用を支える高経年化や安全高度化の要素技術など

の研究開発は、機構の特徴を活かせるテーマである。実用化と国際展開を念頭に

おいた研究開発についても検討すべきである。また、国際展開に向けた成果は国

内利用においても相乗的に役立つことが考えられることから、原子力委員会とし

ても機構の今後の取組に期待する。 

 

７．東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に係る対応や、今後、長期的視

点かつ幅広い原子力利用を進める観点から、各種の研究開発を通じた原子力人材

の確保・育成が重要であり、関連分野を広く俯瞰する能力と知識を持つ人材の育

成のための継続教育、経験者の有効活用やその知識継承が確実に実施される必要

がある。また機構の職員の年齢構成の高齢化という状況を踏まえ、シニア人材の

活用及び若年層への知識・技能の伝承が適切に行われるように配慮すべきである。

人材育成や知識継承のための資料の作成を進めることは作成者の俯瞰的能力の向

上、知識の伝承や若手の育成、さらには安全や放射性廃棄物など国民の関心の高

い分野について、国民理解の基盤ともなることが期待できる。 
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８．原子力の研究開発及び人材の確保・育成においては、原子力発電や核燃料サイ

クルだけではなく、放射線利用の分野も含め、幅広い実験等を行うための設備が

不可欠である。特に、大型研究施設やRI非密封取扱施設などを有する機構におい

ては、外部の人材の育成にも活用できる共同利用施設としての目的を持つ各種設

備のインフラ構築、整備についても必要な取組を進めるべきである。また、共同

利用施設の運営に当たっては、単に施設を提供するだけではなく、得られた研究

成果の体系化による知見の集積など多面的な役割を果たしていくべきである。 

 

９．機構が、原子力施設の設置者及び放射性廃棄物の発生者としての責務を果たす

ために、原子力施設の廃止措置及び放射性廃棄物の処理処分の計画的遂行と技術

開発を進めるに当たって、施設の廃止措置については、当該施設を熟知したシニ

ア職員の知識を活用することなどが円滑な遂行のために必要であるが、これらの

人材を活用し効率的に廃止措置が進められる期間は限られているということを認

識し、高い優先度をもって実施していくべきである。また、研究施設から発生す

る放射性廃棄物の処理処分については、国民理解の観点から立地に向けた取組も

含めロードマップを提示するなど、透明性を確保しつつ、計画的な遂行を進めて

いくべきである。 

 

１０．機構が各種の研究開発を進めるに当たっては、国民の理解を得る観点から、機

構の活動内容について国民が容易に把握できる環境を整備しておくことが重要で

あると考える。このため、研究開発で得られた成果および関連するデータ、論文

などの科学的知見に基づく情報の知識化を進めるべきである。具体的には、安全

や放射性廃棄物など国民の関心の高い分野を中心に、的確な要約を含む研究開発

報告書を作成し、検索しやすいように開示するとともに、国民が容易にアクセス

し、内容を理解できるための仕組み、環境の整備など必要な取組を進めるべきで

ある。 

 
１１．機構の改革を踏まえ、核融合研究開発及び量子ビーム応用研究の一部が機構か

ら分離し、国立研究開発法人放射線医学総合研究所へ統合する際には、新たな法

人が核融合研究開発及び量子ビーム応用研究の目的、目標を適切に定めることが

できるよう、これまでの研究成果や課題を体系的に整理すべきである。また、効

率的な研究開発の実施を目指す観点から機構に残る研究部門との役割分担、分離

後の相互連携の在り方などについて的確な検討を行い、今後、策定される分離、

統合のための工程等に反映し、着実に実施すべきである。 

 

１２．原子力委員会としては、我が国がこれまで培ってきた優れた原子力技術や、東

京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の痛切な経験等を、国内のみならず世

界で活用し、原子力分野において世界をリードしていくことが重要であると考え

る。このため、機構において、原子力分野のイノベーションを生み出す方策とし

て、産学官が連携してシーズを生み出して育てる仕組みを構築するとともに、ニ
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ーズを把握し、これらをつなげる取組が進められることを期待する。さらに、過

去の経験や他分野の技術の進展を踏まえた検討を進め、我が国として、国際展開

の視点に立ち、成果や知見の体系化、研究開発の実用化の方策と戦略の確立を期

待する。 

 

 

以上 


